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執行機関の附属機関に関する条例 

 

昭和 31 年 11 月 1 日 

条 例 第 3 6 号 

 

  （設置） 

第１条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別の定があるものを除くほ

か，本市に執行機関の附属機関として別表に掲げるものを置く。 

 

  （委任） 

第２条 前条に規定する附属機関の組織，運営その他附属機関に関し必要な事項

は，市長又は教育委員会が定める。 

 

   附則     （略） 

 

 

 

 

 

別表 

 

 

附属機関の属

する執行機関 

 

附 属 機 関 

 

担 任 す る 事 務 

 

 

市  長 

 

（略） （略） 

 

教育委員会 

 

神戸市校区調整審議会 

 

神戸市立小学校・中学校及び義務

教育学校の校区についての調査

審議に関する事務 

 

 

 

 



 

 

○神戸市校区調整審議会規則 

昭和 36 年 11 月 24 日 

教 委 規 則  第 9 号 

改正 昭和 51 年 5 月 13 日教委規則第 11 号 

平成 9 年 11 月 21 日教委規則第 6 号 

平成 30 年 8 月 6日教委規則第 1 号 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，執行機関の附属機関に関する条例(昭和 31 年 11 月条例第 36 号)第 2

条の規定に基づき，神戸市校区調整審議会(以下「審議会」という。)の組織，運営等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

第 2条 審議会は,神戸市立学校設置条例（昭和 39 年 3 月条例第 87 号）に基づき設置され

た小学校,中学校及び義務教育学校の校区の変更等について教育委員会の諮問に応じ,調

査審議を行い,審議会の最終意見を答申するものとする。 

(組織) 

第 3 条 審議会は，委員 10 人以内で組織する。 

第 4条 委員は，次に掲げる者のうちから，教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 市民・地域の代表者 

(任期) 

第 5 条 委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。 

2 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

(会長) 

第 6 条 審議会に会長を置く。 

2 会長は，委員が互選する。 

3 会長は，会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは，あらかじめ会長の指定する委員がその職務を行なう。 

(議事) 

第 7 条 審議会の会議は，会長が招集する。 

2 審議会の会議は，委員の過半数の出席をもつてこれを開く。 

3 審議会の会議の議事は，出席者の過半数で決する。 

4 可否同数のときは，会長の決するところによる。 

(部外者の出席) 

第 8 条 会長が必要と認めるときは，会議に委員でない者の出席を求め，説明又は意見を



 

述べさせることができる。 

(幹事長，幹事及び書記) 

第 9 条 審議会に幹事及び書記若干人を置き，教育長が任命する。 

2 幹事は，審議会の事務を統括・整理する。 

3 書記は，幹事を補佐して審議会の事務に従事する。 

(庶務) 

第 10 条 審議会の庶務は，教育委員会事務局において処理する。 

(雑則) 

第 11 条 この規則に定めるもののほか，議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事

項は，会長が定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和 51 年 5 月 13 日教委規則第 11 号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 9年 11 月 21 日教委規則第 6号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 30 年 8 月 6日教委規則第 1号) 

(施行期日) 

1 この規則は，平成 9年 11 月 30 日から施行する。  

(経過措置) 

2 この規則の施行後，最初に委嘱される委員の任期は，第 4条第 1項の規定にかかわらず，

平成 9年 11 月 30 日から平成 10 年 8 月 31 日までとする。 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 30 年 9 月 1日から施行する。 


